
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
海
難
審
判
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
難
審
判
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
審
判
期
日
の
変
更
の
請
求
）

（
審
判
期
日
の
変
更
の
請
求
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
は
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
請
求
は
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
書
面
で
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
宣
誓
の
方
式
）

（
宣
誓
の
方
式
）

第
六
十
条

宣
誓
さ
せ
る
場
合
は
、
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条

宣
誓
さ
せ
る
場
合
は
、
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
か
つ
、こ
れ
に
署
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
五
十
三
号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉





（
審
判
調
書
）

（
審
判
調
書
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

審
判
調
書
に
は
、
書
記
が
記
名
し
、
審
判
長
が
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

審
判
調
書
に
は
、
書
記
が
記
名
押
印
し
、
審
判
長
が
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
達
の
場
所
）

（
送
達
の
場
所
）

第
八
十
九
条

（
略
）

第
八
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

第
一
項
の
届
出
は
、
書
面
で
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
四

法
第
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
四

法
第
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
措
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
措
置
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
法
第
十
九

条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
又
は
請
負
契
約
の
内
容
で
同
項
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
の
変
更
の
内

容
（
以
下
「
契
約
事
項
等
」
と
い
う
。）を
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
当
該
契
約
の
相
手
方
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
措
置

イ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、

受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
措
置

ロ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
契
約
事
項
等
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
契
約
の
相
手
方
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
契
約
事
項

等
を
記
録
す
る
措
置

ロ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
法
第
十
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
又
は
請
負
契
約
の
内
容
で
同
項
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の

の
変
更
の
内
容
（
以
下
「
契
約
事
項
等
」
と
い
う
。）を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
契
約

事
項
等
を
記
録
す
る
措
置

ハ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
契
約
事
項
等
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置

（
新
設
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
つ
て
は
、
契
約
事
項
等
を
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
当
該
契
約
の
相
手
方

に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
契
約
事
項
等
を
閲
覧
し
て
い

た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



二

第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
つ
て
は
、
契
約
事
項
等
を
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
当
該
契
約
の

相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
契
約
事
項
等
を
閲
覧

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

３

（
略
）

（
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
三
条
の
五

（
略
）

第
十
三
条
の
五

（
略
）

（
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
三
条
の
六

令
第
五
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
六

令
第
五
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
設
工

事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
五
条
の
五
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二

項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

イ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

ロ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
法
第
十
九
条
第
三
項
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

（
略
）

２

（
略
）

（
現
場
代
理
人
の
選
任
等
に
関
す
る
通
知
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
現
場
代
理
人
の
選
任
等
に
関
す
る
通
知
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
七

法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
前

段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
承

諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
又
は
第
二
号
に
、
現
場
代
理
人
に
関
す
る
事
項
を
通
知
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
七

法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
次
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

（
新
設
）

三

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」と
い
う
。）を
送
信
し
、

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
注
文
者
の
用
に
供
さ
れ
る

フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

イ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



ロ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
閲
覧
に
供
し
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
注
文

者
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ロ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
法
第
十
九
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
現
場
代
理
人
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
現
場
代
理
人
に
関
す
る
事
項
を
記

録
す
る
方
法
（
同
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨

の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ

の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

（
新
設
）

四

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
現
場
代
理
人
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す
る
方
法

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
請
負
人
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書

面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
注
文
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

注
文
者
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
新
設
）

二

第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
注
文
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
注
文
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

三

第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
注
文
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
注
文
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

４

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
注
文
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
現
場
代
理
人
の
選
任
等
に
関
す
る
通
知
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
三
条
の
八

令
第
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

第
十
三
条
の
八

令
第
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
請
負
人
が
使
用
す
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
請
負
人
が
使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
監
督
員
の
選
任
等
に
関
す
る
通
知
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
前

段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
承

諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
又
は
第
二
号
に
、
監
督
員
に
関
す
る
事
項
を
通
知
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

イ

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
次
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



三

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」と
い
う
。）を
送
信
し
、

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
請
負
人
の
用
に
供
さ
れ
る

フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
請
負

人
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
法
第
十
九
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
監
督
員
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
請
負

人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
監
督
員
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方

法
（
同
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記

録
す
る
方
法
）

ハ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
請
負
人
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

（
新
設
）

四

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
監
督
員
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す

る
方
法

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
注
文
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書

面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
請
負
人
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
負
人
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
新
設
）

二

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
請
負
人
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

三

第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
請
負
人
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

４

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、

請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
請
負
人
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
監
督
員
の
選
任
等
に
関
す
る
通
知
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
三
条
の
十

令
第
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

第
十
三
条
の
十

令
第
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
注
文
者
が
使
用
す
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
注
文
者
が
使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
建
設
工
事
の
見
積
書
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
十
一

法
第
二
十
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
設
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
建
設
工
事
の
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続

す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い

う
。）を
送
信
し
、建
設
工
事
の
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル（
専

ら
注
文
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



ロ

建
設
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
建
設
工
事
の
注
文
者
の
閲
覧
に
供
し
、
建
設
工
事
の
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
建
設
工
事
の
注
文
者
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

建
設
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
設
工
事
の
注
文
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

建
設
工
事
の
注
文
者
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
建
設
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
建
設
工
事
の
注
文
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
設
工
事
の
注
文
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
建
設
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
建
設
工
事
の
注
文
者
に
対
し
通
知
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
設
工
事
の
注
文
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と

き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
建
設
工
事
の
見
積
書
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
三
条
の
十
二

令
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
建
設
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
建
設
工
事
の
見
積
書
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
三
条
の
十
三

令
第
五
条
の
九
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
設
工
事
の
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
設
業
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
五
条
の
九
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
承
諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ

建
設
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
設
工
事
の
注
文
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
建
設
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
十
四

（
略
）

第
十
三
条
の
十
一

（
略
）

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
）

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
一
括
下
請
負
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
一
括
下
請
負
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
十
五

法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
二
十
二
条
第
四
項
前
段

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承

諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
又
は
第
二
号
に
、
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
承
諾
を
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
十
二

法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

イ

元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
次
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

（
新
設
）

三

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。）を
送
信

し
、
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
元
請
負
人
の
用
に

供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

イ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該

元
請
負
人
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ロ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
法
第
二
十
二
条
第
三
項

の
承
諾
を
す
る
旨
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
元
請
負
人
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
承
諾
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法
（
同
条
第
四
項
前
段

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

（
新
設
）

四

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
承
諾
を
す
る
旨
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
発
注
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書

面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
元
請
負
人
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

元
請
負
人
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
新
設
）

二

第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
元
請
負
人
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
元
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

三

第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
元
請
負
人
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
元
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



４

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、

元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
元
請
負
人
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
一
括
下
請
負
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
三
条
の
十
六

令
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
十
三
条
の
十
三

令
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
発
注
者
が
使
用
す
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
発
注
者
が
使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
下
請
負
人
の
選
定
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
下
請
負
人
の
選
定
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
十
七

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
前
段

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承

諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
又
は
第
二
号
に
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承

諾
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
十
四

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

イ

下
請
負
人
選
定
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
次
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
下
請
負
人
選
定
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

（
新
設
）

三

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
下
請
負
人
を

選
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
下
請
負
人
選
定
者
」
と
い
う
。）の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
記
載
事
項
」

と
い
う
。）を
送
信
し
、
下
請
負
人
選
定
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル

（
専
ら
下
請
負
人
選
定
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録

す
る
方
法

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
下
請
負
人
を

選
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
下
請
負
人
選
定
者
」
と
い
う
。）の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
下
請
負
人
選
定
者
の
閲
覧
に
供
し
、
下
請
負
人
選
定
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
当
該
下
請
負
人
選
定
者
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
法
第
二
十
三
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
承
諾
を
す
る
旨
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
下
請
負
人
選
定
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
下
請

負
人
選
定
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
承
諾
を
す
る
旨
を
記
録
す
る

方
法
（
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出

を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を

記
録
す
る
方
法
）

ハ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
下
請
負
人
選
定
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載

事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
下
請
負
人
選
定
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

（
新
設
）

四

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
諾
を
す
る
旨

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
注
文
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書

面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
下
請
負
人
選
定
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

下
請
負
人
選
定
者
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

二

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
下
請
負
人
選
定
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
下
請
負
人
選
定
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

三

第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
下
請
負
人
選
定
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
下
請
負
人
選
定
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

４

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、

下
請
負
人
選
定
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
下
請
負
人
選

定
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
下
請
負
人
の
選
定
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
三
条
の
十
八

令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

第
十
三
条
の
十
五

令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
法
の
う
ち
注
文
者
が
使
用
す
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
注
文
者
が
使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
特
定
専
門
工
事
の
元
請
負
人
及
び
下
請
負
人
の
合
意
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
七
条
の
七

法
第
二
十
六
条
の
三
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

特
定
専
門
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当

該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。）を
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
受
信
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

ロ

特
定
専
門
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
契
約
の
相
手
方
の
受
信

者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
契
約
の
相
手
方
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
特
定
専
門
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し

た
下
請
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し

た
旨
を
当
該
契
約
の
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該

記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
特
定
専
門
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し

た
下
請
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は

記
録
し
た
旨
を
当
該
契
約
の
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方

が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
定
専
門
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
特
定
専
門
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
七
条
の
八

法
第
二
十
六
条
の
三
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
七

法
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。）を
送
信

し
、
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
元
請
負
人
の
用
に

供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

イ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該

元
請
負
人
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
法
第
二
十
六
条
の
三
第

四
項
の
承
諾
を
す
る
旨
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
元
請
負
人
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
承
諾
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法
（
同
条
第
五
項

前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

（
新
設
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
法
第
二
十
六
条
の
三
第
四
項
の
承
諾
を
す
る
旨
を
記

録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
元
請
負
人
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

元
請
負
人
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
新
設
）

二

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
元
請
負
人
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
元
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

三

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
受
信
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、元
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
特
定
専
門
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
七
条
の
九

令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

第
十
七
条
の
八

令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
注
文
者
が
使
用
す
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
注
文
者
が
使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
特
定
専
門
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
七
条
の
十

令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」

と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
注
文
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
十
一
〜
第
十
七
条
の
四
十
四

（
略
）

第
十
七
条
の
九
〜
第
十
七
条
の
四
十
二

（
略
）

（
通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
代
理

人
に
係
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

三
十
条
の
八
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド

（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法

第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
代
理

人
に
係
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

三
十
条
の
八
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド

（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法

第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
一
級
建
築
士
名
簿
の
閲
覧
）

（
一
級
建
築
士
名
簿
の
閲
覧
）

第
九
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
名
簿
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す

る
た
め
、
閲
覧
規
則
を
定
め
て
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
名
簿
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す

る
た
め
、
登
録
簿
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。）を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
所
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
閲
覧
所
の
閲
覧
規
則
を
定
め
る

と
と
も
に
、
当
該
閲
覧
所
の
場
所
及
び
閲
覧
規
則
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
定
の
適
用
）

（
規
定
の
適
用
）

第
九
条
の
七

中
央
指
定
登
録
機
関
が
法
第
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
登
録
等
事
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
第
一
条
の
四
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
六

条
第
五
項
、
第
七
条
並
び
に
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
（
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。）中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は「
中
央
指
定
登
録
機
関
」

と
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
を
中
央
指
定
登
録

機
関
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
号
書
式
に
よ
る
一
級
建
築
士
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
建
築
士
免

許
証
明
書
」
と
、第
四
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
三
項
並
び
に
第
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中「
免

許
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
」
と
、
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
免
許
証
の
書
換
え
交
付
」
と
あ
る
の
は

「
免
許
証
明
書
の
書
換
え
交
付
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

免
許
証
明
書
」
と
、
第
五
条
第
三
項
中
「
免
許
証
の
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
再
交
付
」
と
、

第
七
条
第
一
項
中
「
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
第
六
条
第
四
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
」と
あ
る
の
は「
国

土
交
通
大
臣
が
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を

受
け
た
場
合
」
と
、
第
九
条
の
二
中
「
法
第
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
条
第
二
項
」
と
、



「
告
示
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
、
第
九
条
の
三

第
一
項
中
「
法
第
十
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
の

三
書
式
に
よ
る
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
第
三
号
の
四
書
式
に
よ
る
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
」
と
あ
る

の
は
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
」
と
、
第
九
条
の
四
第
二
項
中
「
法
第
十
条

の
三
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条

の
三
第
四
項
」
と
す
る
。

第
九
条
の
七

中
央
指
定
登
録
機
関
が
法
第
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
登
録
等
事
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
第
一
条
の
四
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
六

条
第
五
項
、
第
七
条
並
び
に
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
（
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。）中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は「
中
央
指
定
登
録
機
関
」

と
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
を
中
央
指
定
登
録

機
関
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
号
書
式
に
よ
る
一
級
建
築
士
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
建
築
士
免

許
証
明
書
」
と
、第
四
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
三
項
並
び
に
第
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中「
免

許
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
」
と
、
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
免
許
証
の
書
換
え
交
付
」
と
あ
る
の
は

「
免
許
証
明
書
の
書
換
え
交
付
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

免
許
証
明
書
」
と
、
第
五
条
第
三
項
中
「
免
許
証
の
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
再
交
付
」
と
、

第
七
条
第
一
項
中
「
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
第
六
条
第
四
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
」と
あ
る
の
は「
国

土
交
通
大
臣
が
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を

受
け
た
場
合
」
と
、
第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
告
示
」と
あ
る
の
は「
公

示
」
と
、
第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
十
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の

十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
第
三
号
の
三
書
式
に
よ
る
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
第
三
号
の
四
書
式
に
よ
る
設
備
設
計
一

級
建
築
士
証
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
」
と
、
第
九
条
の
四

第
二
項
中
「
法
第
十
条
の
三
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
の
三
第
四
項
」
と
す
る
。

（
工
事
監
理
報
告
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
七
条
の
十
六

法
第
二
十
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
十
六

法
第
二
十
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法

イ

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
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ロ

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
結
果
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
結
果
を
記
録
す
る
方
法

ロ

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
結
果
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
結
果
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
二
十
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
結
果
の
報
告
を
受

け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
結
果
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
結
果
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

建
築
主
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

一

建
築
主
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

二

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
、
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

二

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
、
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

三

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
結
果
を
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
建
築
主
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
建
築
主
が
当
該
結
果
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
建
築
主
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
建
築
主
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
工
事
監
理
報
告
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
方
法
）

第
十
七
条
の
十
七

建
築
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
十
七
条
の
十
七

建
築
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
建
築
士
が
使
用
す
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
建
築
士
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
工
事
監
理
報
告
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
七
条
の
十
七
の
二

令
第
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
令
第
七
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
承
諾
等
」と
い
う
。）

を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
建
築
士
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
建
築
士
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
建
築
主
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
へ
の
法
適
合
確
認
）

（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
へ
の
法
適
合
確
認
）

第
十
七
条
の
十
七
の
二
の
二

（
略
）

第
十
七
条
の
十
七
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
七
条
の
十
九

（
略
）

第
十
七
条
の
十
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

（
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
に
係
る
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
七
条
の
三
十
九

法
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
九

第
十
七
条
の
十
六
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
の
相
手
方
に
書
面
の
交
付
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
中
「
建
築
士
」
と
あ
る
の
は
「
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受

託
契
約
の
当
事
者
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
中
「
結
果
」
と
あ
る
の

は
「
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
契
約
の
相
手
方
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供

し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

契
約
の
相
手
方
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

三

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
つ
て
は
、
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監

理
受
託
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し

た
旨
を
契
約
の
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
書
面

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
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（
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
に
係
る
書
面
の
交
付
に
係
る
電
磁
的
方
法

の
種
類
及
び
方
法
）

第
十
七
条
の
四
十

令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十

第
十
七
条
の
十
七
の
規
定
は
、
令
第
七
条
第
三
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
七
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
七
条
の
三
十
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
」
と
、「
建
築
士
」
と

あ
る
の
は
「
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
が
使
用

す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
に
係
る
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
七
条
の
四
十
一

令
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事

監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七

条
第
一
項
の
承
諾
又
は
令
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法

ロ

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
契
約

の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す

る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
重
要
事
項
説
明
に
係
る
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
二
条
の
二
の
三

法
第
二
十
四
条
の
七
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法

ロ

管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法
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２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

建
築
主
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

二

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

て
い
る
こ
と
。

三

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
つ
て
は
、
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
建
築
主
に
対
し
通
知
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
主
が
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
建
築

主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
重
要
事
項
説
明
に
係
る
書
面
の
交
付
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
方
法
）

第
二
十
二
条
の
二
の
四

令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電

磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
管
理
建
築
士
等
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
重
要
事
項
説
明
に
係
る
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
二
十
二
条
の
二
の
五

令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
築
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
令
第
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
旨

を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す

る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
管
理
建
築
士
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
管
理
建
築
士
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
建
築

主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
二
条
の
四

法
第
二
十
四
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

第
二
十
二
条
の
四

第
十
七
条
の
十
六
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
書
面

の
交
付
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
一

号
及
び
第
三
項
中
「
建
築
士
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び

第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
中
「
結
果
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
」
と
、
同
条
第
一
項
第

一
号
ロ
中
「
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
委
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接

続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
す
る
方
法
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ロ

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
委
託
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
委
託
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

二

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

三

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
つ
て
は
、
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
委
託
者
に
対
し
通

知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
委
託
者
が
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
、
委
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
書
面
の
交
付
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
方
法
）

第
二
十
二
条
の
五

令
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的

方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
五

第
十
七
条
の
十
七
の
規
定
は
、
令
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
七
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
」と
、「
建
築
士
」

と
あ
る
の
は
「
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
二
十
二
条
の
五
の
二

令
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

委
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
令
第
八
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。）

を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条

に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
委
託
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り

書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
、
委
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
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（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
講
習
の
登
録
の
申
請
）

（
特
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
講
習
の
登
録
の
申
請
）

第
三
条
の
十
四

（
略
）

第
三
条
の
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
六
条
の
十
七
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
で
あ
つ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

（
特
定
建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
）

（
特
定
建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
）

第
六
条
の
十
七

（
略
）

第
六
条
の
十
七

（
略
）

２

前
項
の
交
付
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
交
付
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
氏
名
及
び
生

年
月
日
を
証
明
す
る
書
類

一

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
書
類
の
閲
覧
等
）

（
書
類
の
閲
覧
等
）

第
十
一
条
の
三

（
略
）

第
十
一
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
行
政
庁
は
、
第
一
項
の
書
類
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
閲
覧
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
こ
れ
を
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
行
政
庁
は
、
第
一
項
の
書
類
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
閲
覧
の
場
所
及
び
閲
覧
に
関
す
る
規
程
を
定
め

て
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
号
様
式
（
第
一
条
の
三
、
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
三
条
の
四
、
第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
十
、
第
六
条

の
三
、
第
十
一
条
の
三
関
係
）（
Ａ
４
）

第
三
号
様
式
（
第
一
条
の
三
、
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
三
条
の
四
、
第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
十
、
第
六
条

の
三
、
第
十
一
条
の
三
関
係
）（
Ａ
４
）

（
注
意
）

（
注
意
）

１
．
第
一
面
及
び
第
二
面
関
係

１
．
第
一
面
及
び
第
二
面
関
係


こ
れ
ら
は
第
二
号
様
式
の
第
二
面
及
び
第
三
面
の
写
し
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、

最
上
段
に
「
建
築
計
画
概
要
書
（
第
一
面
）」及
び
「
建
築
計
画
概
要
書
（
第
二
面
）」と
明
示
し
、
第
二
面
の











18欄
の
事
項
を
第
二
号
様
式
の
第
三
面
の
写
し
の
19欄
に
記
載
し
て




























く
だ
さ
い
。


こ
れ
ら
は
第
二
号
様
式
の
第
二
面
及
び
第
三
面
の
写
し
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、

最
上
段
に
「
建
築
計
画
概
要
書
（
第
一
面
）」及
び
「
建
築
計
画
概
要
書（
第
二
面
）」と
明
示
し
て






く
だ
さ
い
。


（
略
）


（
略
）

２
．
（
略
）

２
．
（
略
）

第
十
六
号
様
式
（
第
三
条
の
五
関
係
）（
Ａ
４
）

第
十
六
号
様
式
（
第
三
条
の
五
関
係
）（
Ａ
４
）

建
築
基
準
法
第
６
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る

建
築
基
準
法
第
６
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る

確
認
審
査
報
告
書

確
認
審
査
報
告
書

第
号

第
号

年
月
日

年
月
日

特
定
行
政
庁

様
特
定
行
政
庁

様
指
定
確
認
検
査
機
関
名

指
定
確
認
検
査
機
関
名

印
（
略
）

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



第二十三号様式（第四条の五関係）（Ａ４） 第二十三号様式（第四条の五関係）（Ａ４）
建築基準法第７条の２第３項の規定による 建築基準法第７条の２第３項の規定による

完了検査引受通知書 完了検査引受通知書
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
建築主事 様 建築主事 様

指定確認検査機関名 指定確認検査機関名 印
（略） （略）

第二十五号様式（第四条の七関係）（Ａ４） 第二十五号様式（第四条の七関係）（Ａ４）
建築基準法第７条の２第６項の規定による 建築基準法第７条の２第６項の規定による

完了検査報告書 完了検査報告書
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
特定行政庁 様 特定行政庁 様

指定確認検査機関名 指定確認検査機関名 印
（略） （略）

第三十号様式（第四条の十二関係）（Ａ４） 第三十号様式（第四条の十二関係）（Ａ４）
建築基準法第７条の４第２項の規定による 建築基準法第７条の４第２項の規定による

中間検査引受通知書 中間検査引受通知書
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
建築主事 様 建築主事 様

指定確認検査機関名 指定確認検査機関名 印
（略） （略）

第三十二号様式（第四条の十四関係）（Ａ４） 第三十二号様式（第四条の十四関係）（Ａ４）
建築基準法第７条の４第６項の規定による 建築基準法第７条の４第６項の規定による

中間検査報告書 中間検査報告書
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
特定行政庁 様 特定行政庁 様

指定確認検査機関名 指定確認検査機関名 印
（略） （略）

第三十五号の四様式（第四条の十六の二関係）（Ａ４） 第三十五号の四様式（第四条の十六の二関係）（Ａ４）
建築基準法第７条の６第３項の規定による 建築基準法第７条の６第３項の規定による

仮使用認定報告書 仮使用認定報告書
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
特定行政庁 様 特定行政庁 様

指定確認検査機関名 指定確認検査機関名 印
（略） （略）

令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第18条第２項の規定による 建築基準法第18条第２項の規定による

計画通知書（建築物） 計画通知書（建築物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第２項の規定により計画を通知します。 建築基準法第18条第２項の規定により計画を通知します。
建築主事 様 建築主事 様

第 号 第 号
年 月 日 年 月 日

通知者官職 通知者官職 印
 

設計者氏名 設計者氏名 印

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の二様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の二様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第18条第２項の規定による 建築基準法第18条第２項の規定による

計画変更通知書（建築物） 計画変更通知書（建築物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第２項の規定により計画の変更を通知します。 建築基準法第18条第２項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事 様 建築主事 様

第 号 第 号
年 月 日 年 月 日

通知者官職 通知者官職 印
 

設計者氏名 設計者氏名 印
 

【計画を変更する建築物の直前の確認】 【計画を変更する建築物の直前の確認】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の七様式（第八条の二関係）（昇降機用）（Ａ４） 第四十二号の七様式（第八条の二関係）（昇降機用）（Ａ４）
建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による

計画通知書（昇降機） 計画通知書（昇降機）
（第一面） （第一面）

建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。 建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。
建築主事 様 建築主事 様

第 号 第 号
年 月 日 年 月 日

通知者官職 通知者官職 印

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の七様式（第八条の二関係）（昇降機以外の建築設備用）（Ａ４） 第四十二号の七様式（第八条の二関係）（昇降機以外の建築設備用）（Ａ４）
建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による

計画通知書（昇降機以外の建築設備） 計画通知書（昇降機以外の建築設備）
（第一面） （第一面）

建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。 建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。
建築主事 様 建築主事 様

第 号 第 号
年 月 日 年 月 日

通知者官職 通知者官職 印

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の八様式（第八条の二関係）（昇降機用）（Ａ４） 第四十二号の八様式（第八条の二関係）（昇降機用）（Ａ４）
建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による

計画変更通知書（昇降機） 計画変更通知書（昇降機）
（第一面） （第一面）

建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知しま
す。

建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知しま
す。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

【計画変更する昇降機の直前の確認】 【計画変更する昇降機の直前の確認】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の八様式（第八条の二関係）（昇降機以外の建築設備用）（Ａ４） 第四十二号の八様式（第八条の二関係）（昇降機以外の建築設備用）（Ａ４）
建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定による

計画変更通知書（昇降機以外の建築設備） 計画変更通知書（昇降機以外の建築設備）
（第一面） （第一面）

建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知しま
す。

建築基準法第87条の４において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知しま
す。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

【計画変更する建築設備の直前の確認】 【計画変更する建築設備の直前の確認】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の九様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の九様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定に 建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定に

よる計画通知書（工作物） よる計画通知書（工作物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。 建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。
建築主事 様 建築主事 様

第 号 第 号
年 月 日 年 月 日

通知者官職 通知者官職 印

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の十様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定による

計画通知書（工作物） 計画通知書（工作物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。 建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定により計画を通知します。
建築主事 様 建築主事 様

第 号 第 号
年 月 日 年 月 日

通知者官職 通知者官職 印

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の十一様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十一様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定に

計画変更通知書（工作物） よる計画変更通知書（工作物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知し
ます。

建築基準法第88条第１項において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知し
ます。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

【計画を変更する工作物の直前の確認】 【計画を変更する工作物の直前の確認】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の十二様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十二様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定による 建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定による

計画変更通知書（工作物） 計画変更通知書（工作物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知し
ます。

建築基準法第88条第２項において準用する同法第18条第２項の規定により計画の変更を通知し
ます。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

【計画を変更する工作物の直前の確認】 【計画を変更する工作物の直前の確認】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄 ※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の十二の二様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十二の二様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第18条第４項の規定による 建築基準法第18条第４項の規定による

計画通知書 計画通知書
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第４項（同法第18条の２第４項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。）の規定により計画を通知します。

建築基準法第18条第４項（同法第18条の２第４項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。）の規定により計画を通知します。

知事又は指定構造計算適合性判定機関 様 知事又は指定構造計算適合性判定機関 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

設計者氏名 設計者氏名 印

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※適合判定通知書
番号欄

※受付欄 ※決裁欄 ※適合判定通知書
番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の十二の三様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十二の三様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第18条第４項の規定による 建築基準法第18条第４項の規定による

計画変更通知書 計画変更通知書
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第４項（同法第18条の２第４項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。）の規定により計画の変更を通知します。

建築基準法第18条第４項（同法第18条の２第４項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。）の規定により計画の変更を通知します。

知事又は指定構造計算適合性判定機関 様 知事又は指定構造計算適合性判定機関 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

設計者氏名 設計者氏名 印
 

【計画を変更する建築物の直前の構造計算適合性判定】 【計画を変更する建築物の直前の構造計算適合性判定】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※適合判定通知書
番号欄

※受付欄 ※決裁欄 ※適合判定通知書
番号欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の十三様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十三様式（第八条の二関係）（Ａ４）
工事完了通知書 工事完了通知書
（第一面） （第一面）

工事を完了しましたので、建築基準法第18条第16項（同法第87条の４又は第88条第１項若しく
は第２項において準用する場合を含む。）の規定により、通知します。

工事を完了しましたので、建築基準法第18条第16項（同法第87条の４又は第88条第１項若しく
は第２項において準用する場合を含む。）の規定により、通知します。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。 第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名 工事監理者氏名 印

 

【検査を受ける建築物等】 【検査を受ける建築物等】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※検査の特例欄 ※検査欄 ※決裁欄 ※検査済証欄 ※受付欄 ※検査の特例欄 ※検査欄 ※決裁欄 ※検査済証欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の十四様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十四様式（第八条の二関係）（Ａ４）
工事完了通知書 工事完了通知書
（第一面） （第一面）

工事を完了しましたので、建築基準法第87条第１項において準用する同法第18条第16項の規定
により、通知します。

工事を完了しましたので、建築基準法第87条第１項において準用する同法第18条第16項の規定
により、通知します。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

※受付欄 ※受付欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名


係員印


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の十七様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十七様式（第八条の二関係）（Ａ４）
特定工程工事終了通知書 特定工程工事終了通知書

（第一面） （第一面）
特定工程に係る工事を終えましたので、建築基準法第18条第19項（同法第87条の４又は第88条
第１項において準用する場合を含む。）の規定により、通知します。

特定工程に係る工事を終えましたので、建築基準法第18条第19項（同法第87条の４又は第88条
第１項において準用する場合を含む。）の規定により、通知します。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
通知者官職 通知者官職 印

 

第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。 第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名 工事監理者氏名 印

 

【検査を受ける建築物等】 【検査を受ける建築物等】
（略） （略）

※手数料欄 ※手数料欄

※受付欄 ※検査の特例欄 ※検査欄 ※決裁欄 ※中間検査合格証
欄

※受付欄 ※検査の特例欄 ※検査欄 ※決裁欄 ※中間検査合格証
欄

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


第四十二号の十九様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の十九様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第18条第21項の規定による 建築基準法第18条第21項の規定による

中間検査合格証 中間検査合格証
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
建築主、設置者又は築造主 様 建築主、設置者又は築造主 様

建築主事等職氏名 印 建築主事等職氏名 印
下記による特定工程に係る工事は、建築基準法第18条第20項


（同法第87条の４又は第88条第１

項において準用する場合を含む。）の規定による検査の結果、同法第６条第１項（同法第６条の４
第１項の規定により読み替えて適用される同法第６条第１項）の建築基準関係規定に適合してい
ることを証明する。

下記による特定工程に係る工事は、建築基準法第18条第21項


（同法第87条の４又は第88条第１
項において準用する場合を含む。）の規定による検査の結果、同法第６条第１項（同法第６条の４
第１項の規定により読み替えて適用される同法第６条第１項）の建築基準関係規定に適合してい
ることを証明する。

（略） （略）

令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第四十二号の二十様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の二十様式（第八条の二関係）（Ａ４）
仮使用認定申請書 仮使用認定申請書
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第24項第１号（同法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準
用する場合を含む。）の規定による仮使用の認定を申請します。

建築基準法第18条第24項第１号（同法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準
用する場合を含む。）の規定による仮使用の認定を申請します。

特定行政庁 様 特定行政庁 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
申請者官職 申請者官職 印

 

【仮使用の認定を申請する建築物等】 【仮使用の認定を申請する建築物等】
（略） （略）

※受付欄 ※建築主事 ※審査担当者 ※受付欄 ※建築主事
印
※審査担当者

印

年 月 日 ※
特
記

※決裁欄 ※認定番号 ※特記 年 月 日 ※
特
記

※決裁欄 ※認定番号 ※特記

第 号 年 月 日 第 号 年 月 日

係員氏名


第 号 係員印


第 号

係員氏名


係員印


※条件 ※条件

第四十二号の二十一様式（第八条の二関係）（Ａ４） 第四十二号の二十一様式（第八条の二関係）（Ａ４）
仮使用認定申請書 仮使用認定申請書
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第24項第２号（同法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準
用する場合を含む。）の規定による仮使用の認定を申請します。

建築基準法第18条第24項第２号（同法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準
用する場合を含む。）の規定による仮使用の認定を申請します。

建築主事 様 建築主事 様
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
申請者官職 申請者官職 印

 

【仮使用の認定を申請する建築物等】 【仮使用の認定を申請する建築物等】
（略） （略）

※受付欄 ※決裁欄 ※認定番号 ※特記 ※受付欄 ※決裁欄 ※認定番号 ※特記

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 号 第 号 第 号 第 号

係員氏名


係員氏名


係員印


係員印


※条件 ※条件

令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第六十一号様式（第十条の十六関係）（Ａ４） 第六十一号様式（第十条の十六関係）（Ａ４）
（第三面） （第三面）

建築物別概要 建築物別概要
【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略） 【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略）

【７．階数】～【11．備考】 （略） 【７．階数】～【11．備考】 （略）
 

（注意） （注意）
１．～３． （略） １．～３． （略）



【４．主要構造部】
耐火構造
建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
準耐火構造
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）
その他


【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造
建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物
建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造
その他
建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない


【６．建築基準法第61条の規定の適用】
耐火建築物
延焼防止建築物
準耐火建築物
準延焼防止建築物
その他
建築基準法第61条の規定の適用を受けない




【４．主要構造部】
耐火構造
建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
準耐火構造（準耐火時間： 分）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）



【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造
建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物
建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造



【６．防火地域又は準防火地域における対策の状況】
延焼防止建築物
準延焼防止建築物
その他



４．第三面関係 ４．第三面関係
～ （略） ～ （略）
 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックスに


「レ」マークを入れてく

ださい。いずれにも該当しない場合は「その他」に「レ」マークを入れてください。


 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックス全てに


「レ」マークを入れ

てください。なお、「準耐火構造」に該当する場合においては、準耐火時間（主要構造部に要


求される時間をいう。）を併せて記入してください。


令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」


、「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に

適合する構造」又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建築基準法第21条又


は第27条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マーク
を入れてください。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構
造」又は「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合
においては、４欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてくださ
い。建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第21条又は第

27条の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」又は


「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる

基準に適合する構造」


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マークを入れてくださ
い。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」又は「建築
基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合においては、４
欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてください。



 ６欄は、「耐火建築物」


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる
基準に適合する建築物をいう。）、「準耐火建築物」


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げ

る基準に適合する建築物をいう。）又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建


築基準法第61条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第61条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第61条


の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ６欄は


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる基準に適合す
る建築物をいう。）


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げる基準に適合する建築物をい

う。）又は「その他」


のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。


 （略）  （略）
第六十一号の二様式（第十条の十六関係）（Ａ４） 第六十一号の二様式（第十条の十六関係）（Ａ４）

（第三面） （第三面）
建築物別概要 建築物別概要
 

【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略） 【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略）
 

【４．主要構造部】 【４．主要構造部】
耐火構造 耐火構造
建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
準耐火構造 準耐火構造（準耐火時間： 分）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）
その他
 

【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】 【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造
建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物 建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物
建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造
その他
建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない
 

【６．建築基準法第61条の規定の適用】 【６．防火地域又は準防火地域における対策の状況】
耐火建築物 延焼防止建築物
延焼防止建築物 準延焼防止建築物
準耐火建築物 その他
準延焼防止建築物
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その他
建築基準法第61条の規定の適用を受けない
 

【７．階数】～【11．備考】 （略） 【７．階数】～【11．備考】 （略）
 

（注意） （注意）
１．～３． （略） １．～３． （略）
４．第三面関係 ４．第三面関係
～ （略） ～ （略）
 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックスに


「レ」マークを入れてく

ださい。いずれにも該当しない場合は「その他」に「レ」マークを入れてください。


 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックス全てに


「レ」マークを入れ

てください。なお、「準耐火構造」に該当する場合においては、準耐火時間（主要構造部に要


求される時間をいう。）を併せて記入してください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」、


「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に

適合する構造」又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建築基準法第21条又


は第27条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マーク
を入れてください。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構
造」又は「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合
においては、４欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてください。
建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第21条又は第27条

の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」又は


「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる

基準に適合する構造」


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マークを入れてくださ
い。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」又は「建築
基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合においては、４
欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてください。



 ６欄は、「耐火建築物」


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる
基準に適合する建築物をいう。）、「準耐火建築物」


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げ

る基準に適合する建築物をいう。）又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建


築基準法第61条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第61条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第61条


の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ６欄は


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる基準に適合す
る建築物をいう。）


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げる基準に適合する建築物をい

う。）又は「その他」


のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。


 （略）  （略）
第六十五号様式（第十条の二十一関係）（Ａ４） 第六十五号様式（第十条の二十一関係）（Ａ４）

（第三面） （第三面）
建築物別概要 建築物別概要
 

【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略） 【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略）
 

【４．主要構造部】 【４．主要構造部】
耐火構造 耐火構造
建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
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準耐火構造 準耐火構造（準耐火時間： 分）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）
その他
 

【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】 【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造
建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物 建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物
建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造
その他
建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない
 

【６．建築基準法第61条の規定の適用】 【６．防火地域又は準防火地域における対策の状況】
耐火建築物 延焼防止建築物
延焼防止建築物 準延焼防止建築物
準耐火建築物 その他
準延焼防止建築物
その他
建築基準法第61条の規定の適用を受けない
 

【７．階数】～【９．備考】 （略） 【７．階数】～【９．備考】 （略）
 

（注意） （注意）
１．～３． （略） １．～３． （略）
４．第三面関係 ４．第三面関係
～ （略） ～ （略）
 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックスに


「レ」マークを入れてく

ださい。いずれにも該当しない場合は「その他」に「レ」マークを入れてください。


 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックス全てに


「レ」マークを入れ

てください。なお、「準耐火構造」に該当する場合においては、準耐火時間（主要構造部に要


求される時間をいう。）を併せて記入してください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」


、「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に

適合する構造」又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建築基準法第21条又


は第27条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マーク
を入れてください。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構
造」又は「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合
においては、４欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてくださ
い。建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第21条又は第

27条の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」又は


「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる

基準に適合する構造」


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マークを入れてくださ
い。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」又は「建築
基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合においては、４
欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてください。
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 ６欄は、「耐火建築物」


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる
基準に適合する建築物をいう。）、「準耐火建築物」


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げ

る基準に適合する建築物をいう。）又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建


築基準法第61条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第61条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第61条


の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ６欄は


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる基準に適合す
る建築物をいう。）


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げる基準に適合する建築物をい

う。）又は「その他」


のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。


・ （略） ・ （略）
第六十五号の二様式（第十条の二十一関係）（Ａ４） 第六十五号の二様式（第十条の二十一関係）（Ａ４）

（第三面） （第三面）
建築物別概要 建築物別概要
 

【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略） 【１．建築物の番号】～【３．構造】 （略）
 

【４．主要構造部】 【４．主要構造部】
耐火構造 耐火構造
建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
準耐火構造 準耐火構造（準耐火時間： 分）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）
その他
 

【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】 【５．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造
建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物 建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物
建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造
その他
建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない
 

【６．建築基準法第61条の規定の適用】 【６．防火地域又は準防火地域における対策の状況】
耐火建築物 延焼防止建築物
延焼防止建築物 準延焼防止建築物
準耐火建築物 その他
準延焼防止建築物
その他
建築基準法第61条の規定の適用を受けない
 

【７．階数】～【９．備考】 （略） 【７．階数】～【９．備考】 （略）
 

（注意） （注意）
１．～３． （略） １．～３． （略）
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４．第三面関係 ４．第三面関係
～ （略） ～ （略）
 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックスに


「レ」マークを入れてく

ださい。いずれにも該当しない場合は「その他」に「レ」マークを入れてください。


 ４欄は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に
適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックス全てに


「レ」マークを入れ

てください。なお、「準耐火構造」に該当する場合においては、準耐火時間（主要構造部に要


求される時間をいう。）を併せて記入してください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」


、「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に

適合する構造」又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建築基準法第21条又


は第27条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マーク
を入れてください。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構
造」又は「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合
においては、４欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてくださ
い。建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第21条又は第

27条の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ５欄は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法
第21条第１項ただし書に該当する建築物」又は


「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる

基準に適合する構造」


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マークを入れてくださ
い。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」又は「建築
基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合においては、４
欄の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてください。



 ６欄は、「耐火建築物」


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる
基準に適合する建築物をいう。）、「準耐火建築物」


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げ

る基準に適合する建築物をいう。）又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建


築基準法第61条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第61条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第61条


の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ６欄は


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる基準に適合す
る建築物をいう。）、


「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げる基準に適合する建築物をい

う。）又は「その他」


のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。


・ （略） ・ （略）
第六十七号の三様式（第十条の二十三、第十条の二十四関係）（Ａ４） 第六十七号の三様式（第十条の二十三、第十条の二十四関係）（Ａ４）

（第五面） （第五面）
各工事に係る建築物別概要 各工事に係る建築物別概要
 

【１．工事の番号】～【５．構造】 （略） 【１．工事の番号】～【５．構造】 （略）
 

【６．主要構造部】 【６．主要構造部】
耐火構造 耐火構造
建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
準耐火構造 準耐火構造（準耐火時間： 分）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）
準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２） 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）
その他
 

【７．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】 【７．建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造
建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物 建築基準法第21条第１項ただし書に該当する建築物
建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造 建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造

令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






その他
建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない
 

【８．建築基準法第61条の規定の適用】 【８．防火地域又は準防火地域における対策の状況】
耐火建築物 延焼防止建築物
延焼防止建築物 準延焼防止建築物
準耐火建築物 その他
準延焼防止建築物
その他
建築基準法第61条の規定の適用を受けない
 

【９．階数】～【20．備考】 （略） 【９．階数】～【20．備考】 （略）
 

（注意） （注意）
１．～５． （略） １．～５． （略）
６．第五面関係 ６．第五面関係
～ （略） ～ （略）
 ６欄

は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に

適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックスに


「レ」マークを入れてく

ださい。いずれにも該当しない場合は「その他」に「レ」マークを入れてください。


 ５欄

は、「耐火構造」、「建築基準法施行令第108条の３第１項第１号イ及びロに掲げる基準に

適合する構造」、「準耐火構造」、「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ１）」（建
築基準法施行令第109条の３第１号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造をいう。）又は
「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ２）」（同条第２号に掲げる基準に適合
する主要構造部の構造をいう。）のうち該当するチェックボックス全てに


「レ」マークを入れ

てください。なお、「準耐火構造」に該当する場合においては、準耐火時間（主要構造部に要


求される時間をいう。）を併せて記入してください。


 ７欄

は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法

第21条第１項ただし書に該当する建築物」


、「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に
適合する構造」又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建築基準法第21条又


は第27条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マーク
を入れてください。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構
造」又は「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合
においては、６欄


の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてくださ

い。建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第21条又は第

27条の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ６欄

は、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」、「建築基準法

第21条第１項ただし書に該当する建築物」又は


「建築基準法施行令第110条第１号に掲げる
基準に適合する構造」


のうち該当するチェックボックス全てに「レ」マークを入れてくださ

い。また、「建築基準法施行令第109条の５第１号に掲げる基準に適合する構造」又は「建築
基準法施行令第110条第１号に掲げる基準に適合する構造」に該当する場合においては、５


欄

の「準耐火構造」のチェックボックスにも「レ」マークを入れてください。



 ８欄は、「耐火建築物」


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる
基準に適合する建築物をいう。）、「準耐火建築物」


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げ

る基準に適合する建築物をいう。）又は「その他」（上記のいずれにも該当しない建築物で、建


築基準法第61条の規定の適用を受けるもの）


のうち該当するチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第61条の規定の適用を受けない場合は「建築基準法第61条


の規定の適用を受けない」に「レ」マークを入れてください。


 ７欄は


、「延焼防止建築物」（建築基準法施行令第136条の２第１号ロに掲げる基準に適合す
る建築物をいう。）


、「準延焼防止建築物」（同条第２号ロに掲げる基準に適合する建築物をい

う。）又は「その他」


のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。


～ （略） ～ （略）
７． （略） ７． （略）

令
和

年

月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






（
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
保
証
金
の
支
払
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
八
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。）を

送
信
し
、
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
保
証
事

業
会
社
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

ロ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
保
証
事
業
会
社
の
閲
覧
に
供
し
、
保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
当
該
保
証
事
業
会
社
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
保
証
事
業
会
社
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
記
録
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定

の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
磁
気
デ
ィ
ス

ク
等
」
と
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
証
事
業
会
社
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
保
証
事
業
会
社
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
証
事
業
会
社
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
九
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
公
営
住
宅
法
施
行
規
則
及
び
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

一

公
営
住
宅
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
十
九
号
）
第
一
号
様
式

二

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
十
九
号
の
三
様
式
及
び
第
十
九
号
の
三
の
二
様
式





（
保
証
金
の
支
払
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
条

令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

（
新
設
）

一

第
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
発
注
者
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
保
証
金
の
支
払
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
一
条

令
第
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

保
証
事
業
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
発
注
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
令
第
四
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」

と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

発
注
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁

的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
保
証
事
業
会
社
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
発
注
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
〜
第
十
五
条

（
略
）

第
八
条
〜
第
十
一
条

（
略
）

（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

気
象
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
予
報
業
務
の
許
可
の
申
請
）

（
予
報
業
務
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
地
震
動
、
火
山
現
象
及
び
津
波
の
予
報
の
業
務
に
係
る
申
請
に

あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。）を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
地
震
動
、
火
山
現
象
及
び
津
波
の
予
報
の
業
務
に
係
る
申
請
に

あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。）を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

個
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

八

個
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書

類

九

（
略
）

九

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
生

年
月
日
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

二

住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
）

第
十
六
条
の
四

法
第
三
十
二
条
第
四
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
会
の
招
集
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
六
条
の
五

法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
の
写
し
の
作
成
方
法
）

（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
の
写
し
の
作
成
方
法
）

第
一
条
の
二

法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
二

法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

複
写
機
を
用
い
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
証
明
書
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
複
写
す
る
こ
と
。

一

複
写
器
を
用
い
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
証
明
書
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
複
写
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
を
交
付
し
た
者
又
は
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け

た
者
が
、
当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
証
明
書
と
同
一
の
様
式
の
用
紙
に
転
写
し
、
こ
れ
に
記
名
す
る
こ
と
。

三

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
を
交
付
し
た
者
又
は
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
を
受
け

た
者
が
、
当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
証
明
書
と
同
一
の
様
式
の
用
紙
に
転
写
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
建
設
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「
平
成
〇
〇
年
度
」
を
「

年
度
」
に
改
め
、「
平
成
」
及
び
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「
平
成
〇
〇
年
度
」
を
「

年
度
」
に
改
め
、「
平
成
」
を
削
り
、「
同
年
」
を
「

年
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「平

成
〇
〇
年
度

」
を
「

年
度

」
に
改
め
る
。





第
一
条
の
六

法
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
標
章
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
険
会

社
に
対
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、保
険
会
社
が
、

当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
の
確
認
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
者
が
締
結
し
た
責
任
保
険
の
契

約
の
内
容
を
適
切
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
条
の
六

法
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
標
章
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
険
会

社
に
対
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
九
条
の
二
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
九
条
の
二
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

滅
失
又
は
損
傷
に
よ
り
保
険
標
章
を
貼
り
付
け
た
前
面
ガ
ラ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場

合

一

滅
失
又
は
損
傷
に
よ
り
保
険
標
章
を
は
り
つ
け
た
前
面
ガ
ラ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場

合

二

滅
失
、
損
傷
又
は
識
別
困
難
に
よ
り
保
険
標
章
を
貼
り
付
け
た
車
両
番
号
標
又
は
標
識
を
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合

二

滅
失
、
損
傷
又
は
識
別
困
難
に
よ
り
保
険
標
章
を
は
り
つ
け
た
車
両
番
号
標
又
は
標
識
を
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合

三

（
略
）

三

（
略
）

第
一
号
様
式
（
第
一
条
関
係
）

第
一
号
様
式
（
第
一
条
関
係
）

証
明
書
番
号
第

号
年

月
日

証
明
書
番
号
第

号
年

月
日

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書

下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
よ
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
が

締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
よ
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
が

締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

保
険
会
社
名

保
険
会
社
名

印

（
略
）

（
略
）

異動事項

指
定
金
融

機
関
名

異動事項

指
定
金
融

機
関
名

保険料収納年月日

保険料収納済印

管
轄
店

名
及
び

所
在
地

扱者

管
轄
店

名
及
び

所
在
地

扱者印

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
５
番
）

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
５
番
）

備
考

備
考


（
略
）


（
略
）


「
自
動
車
の
種
別
」
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。























「
自
動
車
の
種
別
」
欄
に
は
、
別
表
表

の
区
分
に
よ
る
車
種
（
原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
の



































旨
）
を
記
載
す
る
こ
と
。














・

（
略
）


・

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報




「
保
険
料
収
納
年
月
日










」
欄
に
は
、
保
険
会
社
、
代
理
店
又
は
指
定
金
融
機
関
が
保
険
料
を
収
納
し
た
年

月
日
を
記
載
す
る









こ
と
。


「
保
険
料
収
納
済
印









」
欄
に
は
、
保
険
会
社
、
代
理
店
又
は
指
定
金
融
機
関
が
保
険
料
を
収
納
し
た
こ
と


を
証
す
る
印
を
押
す










こ
と
。


代
理
店
扱
い
の
契
約
に
あ
つ
て
は
、「
扱
者

」
欄
に
当
該
代
理
店
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
を
記
載
す
る
















こ

と
。


代
理
店
扱
い
の
契
約
に
あ
つ
て
は
、「
扱
者
印





」
欄
に
当
該
代
理
店
の
印
を
押
す






こ
と
。


自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
証
明
書
は
、
こ
の
様
式
中
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
」
の
文
字

に
代
え
て
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
証
明
書
」
の
文
字
を
、「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
の
文

字
に
代
え
て
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
契
約
」
の
文
字
を
、「
保
険
会
社
名
」
の
文
字
に
代
え
て
「
組
合

名
」
の
文
字
を
、「
保
険
期
間
」
の
文
字
に
代
え
て
「
共
済
期
間
」
の
文
字
を
、「
保
険
契
約
者
」
の
文
字
に
代

え
て
「
共
済
契
約
者
」
の
文
字
を
、「
保
険
料
」
の
文
字
に
代
え
て
「
共
済
掛
金
」
の
文
字
を
、「
保
険
料
収
納








年
月
日





」
の
文
字
に
代
え
て
「
共
済
掛
金
収
納
年
月
日











」
の
文
字
を
、「
管
轄
店
名
」
の
文
字
に
代
え
て
「
組

合
名
又
は
組
合
の
支
部
等
の
名
称
」
の
文
字
を
表
示
す
る
ほ
か
、

～

に
準
ず
る
こ
と
。


自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
証
明
書
は
、
こ
の
様
式
中
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
」
の
文
字

に
代
え
て
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
証
明
書
」
の
文
字
を
、「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
の
文

字
に
代
え
て
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
契
約
」
の
文
字
を
、「
保
険
会
社
名
」
の
文
字
に
代
え
て
「
組
合

名
」
の
文
字
を
、「
保
険
期
間
」
の
文
字
に
代
え
て
「
共
済
期
間
」
の
文
字
を
、「
保
険
契
約
者
」
の
文
字
に
代

え
て
「
共
済
契
約
者
」
の
文
字
を
、「
保
険
料
」
の
文
字
に
代
え
て
「
共
済
掛
金
」
の
文
字
を
、「
保
険
料
収
納








済
印

」
の
文
字
に
代
え
て
「
共
済
掛
金
収
納
済
印










」
の
文
字
を
、「
管
轄
店
名
」
の
文
字
に
代
え
て
「
組
合
名

又
は
組
合
の
支
部
等
の
名
称
」
の
文
字
を
表
示
す
る
ほ
か
、

～

に
準
ず
る
こ
と
。

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
資
格
者
証
の
様
式
及
び
交
付
）

（
資
格
者
証
の
様
式
及
び
交
付
）

第
四
十
八
条
の
六

（
略
）

第
四
十
八
条
の
六

（
略
）

２

資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
交
付
申
請
書

に
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書

類
及
び
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
交
付
申
請
書

に
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
資
格
者
証
の
訂
正
）

（
資
格
者
証
の
訂
正
）

第
四
十
八
条
の
七

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に

よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
訂
正
申
請
書
に
当
該
資
格
者
証
及
び
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
そ
の
住
所
地
を
管

轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
資
格
者
証
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
の
七

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に

よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
訂
正
申
請
書
に
当
該
資
格
者
証
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で

あ
つ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
資

格
者
証
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

第
四
十
八
条
の
八

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
交
付
を
受
け
た
資
格
者
証
を
汚
し
、
損
じ
、
若
し
く
は
失
つ
た
た
め
に
資

格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
再
交
付
申

請
書
に
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
つ
た
場
合
を
除
く
。）及
び
住
民
票
の
写
し
若
し

く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
（
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
に
限
る
。）を
添
付
し
て
、
そ
の
住
所
地
を
管

轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
の
八

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
交
付
を
受
け
た
資
格
者
証
を
汚
し
、
損
じ
、
若
し
く
は
失
つ
た
た
め
に
資

格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
再
交
付
申

請
書
に
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
つ
た
場
合
を
除
く
。）及
び
住
民
票
の
写
し
又
は

こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再

交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
に
限
る
。）を
添
付
し
て
、
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
）

第
七
条
の
二

法
第
二
十
一
条
第
三
項
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

（
役
員
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
役
員
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
八
条
の
四

法
第
四
十
一
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

第
八
条
の
四

法
第
四
十
一
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
の
提
出
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
役
員
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
役
員
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
八
条
の
五

法
第
四
十
一
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

第
八
条
の
五

法
第
四
十
一
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
の
提
出
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
総
会
の
招
集
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
八
条
の
七

法
第
四
十
三
条
第
四
項
（
法
第
五
十
五
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
七
条
の
二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
八
号
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「記

入
し
、
事
務
所
の
長
の
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

」を
「記

入
す
る
こ
と
。

」に
改
め
る
。





（
清
算
人
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
清
算
人
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
十
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

第
十
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
の
提
出
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
清
算
人
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
清
算
人
の
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
十
二
条
の
六

法
第
五
十
五
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

第
十
二
条
の
六

法
第
五
十
五
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
の
提
出
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
）

（
登
録
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
）

（
登
録
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
）

第
十
三
条

法
第
三
十
一
条
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
十
三
条

削
除

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
会
の
招
集
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
三
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
五
項
（
法
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

」
を
「

個
人
番
号
カ
ー
ド

」
に
改
め
る
。

（
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

（
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「記

入
し
、
事
務
所
の
長
の
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

」を
「記

入
す
る
こ
と
。

」に
改
め
る
。

（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「

」
を
削
る
。

（
新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
建
設
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
四
中
「

」
を
削
る
。





（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
）

第
二
十
八
条
の
二

法
第
四
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
資
格
者
証
の
様
式
及
び
交
付
）

（
資
格
者
証
の
様
式
及
び
交
付
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
交
付
申
請
書

に
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書

類
並
び
に
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
く
申
請
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
交
付
申
請
書

に
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類
並
び
に
法
第
十

九
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
く
申
請
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
資
格
者
証
の
訂
正
）

（
資
格
者
証
の
訂
正
）

第
二
十
六
条

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る

運
行
管
理
者
資
格
者
証
訂
正
申
請
書
に
当
該
資
格
者
証
及
び
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写

し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す

る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
資
格
者
証
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る

運
行
管
理
者
資
格
者
証
訂
正
申
請
書
に
当
該
資
格
者
証
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ

て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
資
格
者

証
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
建
設
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。





（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

第
二
十
七
条

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
交
付
を
受
け
た
資
格
者
証
を
汚
し
、
損
じ
、
若
し
く
は
失
っ
た
た
め
に
資
格
者

証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書

に
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
っ
た
場
合
を
除
く
。）及
び
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
（
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
に
限
る
。）を
添
付
し
て
、
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す

る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
交
付
を
受
け
た
資
格
者
証
を
汚
し
、
損
じ
、
若
し
く
は
失
っ
た
た
め
に
資
格
者

証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書

に
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
っ
た
場
合
を
除
く
。）及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ

に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付

の
申
請
を
す
る
場
合
に
限
る
。）を
添
付
し
て
、
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
耐
震
診
断
資
格
者
講
習
の
登
録
の
申
請
）

（
耐
震
診
断
資
格
者
講
習
の
登
録
の
申
請
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対

応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
）

第
三
十
九
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

法
ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
会
の
招
集
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
九
条
の
三

法
第
六
十
九
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

第
三
十
九
条
の
四

（
略
）

第
三
十
九
条
の
二

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
一
の
二
第
六
項
中
「
閲
覧
の
場
所
及
び
」
を
削
る
。

第
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
号
の
二
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
号
の
三
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
号
の
三
の
二
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
号
の
三
の
三
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
号
の
四
様
式
か
ら
第
十
号
の
六
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
号
の
七
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「署

名

」
を
削
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
三
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
三
十
六
号
様
式
か
ら
第
四
十
一
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「署

名

」
を
削
る
。

第
四
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
四
十
三
号
様
式
中
「署
名

」
を
削
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
「が

記
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「の

氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。





（
駐
車
場
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

駐
車
場
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省

運
輸
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
）

（
登
録
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類

イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省

運
輸
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
二
十
八
号
様
式
及
び
第
二
十
九
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
三
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
「が

記
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「の

氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
三
十
四
号
様
式
及
び
第
三
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
三
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
四
十
七
号
様
式
中
「印
」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
四
十
八
号
様
式
中
「印
」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
四
十
九
号
様
式
中
「印
」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
五
十
号
様
式
及
び
第
五
十
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
五
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
「が

記
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「の

氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
五
十
四
号
様
式
及
び
第
五
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
五
十
六
号
様
式
か
ら
第
五
十
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
六
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
六
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
六
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
六
十
七
号
様
式
及
び
第
六
十
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
六
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
「が

記
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「の

氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

第
七
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
七
十
一
号
様
式
及
び
第
七
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
七
十
三
号
様
式
及
び
第
七
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
七
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。





様
式
第
三
第
一
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
を
「
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
を
「
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
を
「
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
十
四
条
の
四
」
を
「
第
八
十
四
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
の
三
中
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
前
条
一
項
各
号
」
を
「
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
を
第
八
十
四
条
の
五
と
し
、
第
八
十
四
条
の
三
を
第
八
十
四
条
の
四
と
し
、
第
八
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
十
四
条
の
三

法
第
七
十
二
条
第
七
項
及
び
第
七
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
八
十
五
条
の
二
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
号
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
九
号
備
考
２
中
「記

入
し
、
事
務
所
の
長
の
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

」を
「記

入
す
る
こ
と
。

」に
改
め
る
。





（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
十
四
条
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
）

（
法
第
五
十
四
条
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
認
可
事
業
者
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き

は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
同
号
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
対
象
建
設
工
事
の
届
出
に
係
る
事
項
の
説
明
等
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。）を
送
信
し
、
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
用
に

供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法

ロ

建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
対
象
建
設
工
事
を

発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う

と
す
る
者
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載

事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面

を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
記
載
事

項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と

す
る
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該

記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
対
象
建
設
工
事
の
届
出
に
係
る
事
項
の
説
明
等
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
四
条

令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

（
新
設
）

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
建
設
業
を
営
む
者
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
対
象
建
設
工
事
の
届
出
に
係
る
事
項
の
説
明
等
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
五
条

令
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
三
条
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

建
設
業
を
営
む
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
条
に
規
定

す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
対
象
建
設
工
事
を
発
注
し
よ
う
と
す
る

者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
建
設
業
を
営
む
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
・
第
七
条

（
略
）

第
三
条
・
第
四
条

（
略
）

（
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
八
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
措
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
措
置
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
（
当
該
対
象
建
設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
下
請
契
約
が
締
結
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
各
下
請
契
約
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
当
事
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
当
該
契
約
の
相
手
方
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
措
置

イ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
（
当
該
対
象
建
設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
下
請
契
約
が
締
結
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
各
下
請
契
約
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
当
事
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
措
置

ロ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
又
は
請
負
契
約
の
内
容
で
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
該
当
す
る
も

の
の
変
更
の
内
容
（
以
下
「
契
約
事
項
等
」
と
い
う
。）を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に

当
該
契
約
事
項
等
を
記
録
す
る
措
置

ロ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
又
は
請
負
契
約
の
内
容
で
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
該
当
す
る
も

の
の
変
更
の
内
容
（
以
下
「
契
約
事
項
等
」
と
い
う
。）を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
契

約
事
項
等
を
記
録
す
る
措
置

ハ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
さ
れ
た
契
約
事
項
等
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置

（
新
設
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
契
約
の
相
手
方
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
っ
て
は
、
契
約
事
項
等
を
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
当
該
契
約
の
相

手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
契
約
事
項
等
を
閲
覧
し

て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二

第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
っ
て
は
、
契
約
事
項
等
を
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
当
該
契

約
の
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
契
約
事
項
等
を

閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

３

（
略
）

（
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
九
条

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
措
置
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
六
条

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
措
置
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
が
講
じ
る
も
の

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
が
講
じ
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
条

令
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

令
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
対

象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
令
第
五
条
の
五
第
一
項
の
承
諾
又
は

同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。）を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

イ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手

方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

ロ

対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
法
第
十
三
条
第
三
項
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
対
象
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
当
事
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る

こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

（
略
）

２

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
事
項
）

（
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
事
項
）

第
十
一
条

令
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
書
面
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
分
別
解
体
等
に
関
し
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す

る
。

第
八
条

令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
書
面
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
分
別
解
体
等
に
関
し
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「
印
」
を
削
る
。





（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
作
成
に
お
い
て
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

（
作
成
に
お
い
て
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
七
条

法
第
四
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

第
七
条

法
第
四
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。）と
す
る
。

一

電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
を
い
う
。）が
定
め
る
措

置
（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
の
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
の
方
法
）

第
九
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
表
示
す
る
方
法
、
当
該
事
項

を
民
間
事
業
者
等
の
事
務
所
等
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
当
該
事
項
を
記
載

し
た
書
類
を
備
え
置
く
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
事
項
を
民
間
事
業
者
等
の
事
務
所
等
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
備
え
置
く
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
電
磁
的
方
法
）

第
十
八
条
の
三

法
第
二
十
八
条
第
四
項
（
法
第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
会
の
招
集
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
八
条
の
四

法
第
二
十
八
条
第
五
項
（
法
第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
権
利
処
分
承
認
申
請
書
に
署
名
し
た
者
の
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
権
利
の
処
分
に
つ
い
て
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
及
び
権
利
の
処
分
の
相
手
方
の
運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
を
い
う
。）、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う
。）の
写
し
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る

書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類
）」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
九
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
及
び
別
記
様
式
第
二
十
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
及
び
別
記
様
式
第
二
十
四
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。





別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
船
舶
国
籍
証
書
及
び

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第

二
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も

の
の
備
置
き
に
限
る
。）、
第
五
十
八
条
の
二
、
第

六
十
七
条
第
三
項
、
第
百
条
の
八
、
第
百
条
の
十

九
第
一
項
及
び
第
百
条
の
二
十
七

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）

第
五
十
八
条
の
二
、
第
六
十
七
条
第
三
項
、
第
百

条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
百
条
の
二
十
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
六
条
の
十
三
第
一
項
（
第
二
十
七
条
の
三

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
六
条
の
十
二
第
一
項
（
第
二
十
七
条
の
三

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）

第
二
十
四
条
の
四
第
二
項

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）

第
三
十
二
条
第
十
一
項
及
び
第
八
十
四
条
第
一
項

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）

第
八
十
四
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
の
十
三

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

一
条
の
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

都
市
再
開
発
法（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
九
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項

都
市
再
開
発
法（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
百
三
十
四
条
第
一
項

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
九
条
の
十
四
第
一
項
、
第
九
条
の
二
十
、
第
十

六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
四
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
九
条
の
八
（
国

際
大
気
汚
染
防
止
原
動
機
証
書
の
備
置
き
に
限

る
。）、
第
十
九
条
の
二
十
一
の
二
、
第
十
九
条
の

二
十
九
（
国
際
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
船
舶
証
書

の
備
置
き
に
限
る
。）、
第
十
九
条
の
三
十
五
の
四

第
三
項
、
第
十
九
条
の
四
十
五
並
び
に
第
十
九
条

の
十
五
第
三
項
（
第
十
九
条
の
三
十
第
三
項
及
び

第
十
九
条
の
四
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
の
四
十
九
第
三
項
及

び
第
四
十
三
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
一
項
及
び

第
二
十
五
条
の
五
十
九

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
九
条
の
十
四
第
一
項
、
第
九
条
の
二
十
、
第
十

六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
十
一

の
二
並
び
に
第
十
九
条
の
三
十
五
の
四
第
三
項
並

び
に
第
十
九
条
の
十
五
第
三
項
（
第
十
九
条
の
三

十
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
四
十
六
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
の
四

十
九
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
九
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十

三
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
九
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第

六
十
七
号
）

第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理

法
第
八
十
四
条
第
一
項

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第

六
十
七
号
）

第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理

法
第
八
十
四
条
第
一
項

船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律

第
九
十
五
号
）

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

五
年
法
律
第
四
十
号
）

第
八
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
三
条

第
一
項
、
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
都

市
再
開
発
法
第
三
十
一
条
第
九
項
並
び
に
第
二
百

七
十
八
条
第
一
項

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
三
条

第
一
項
並
び
に
第
二
百
七
十
八
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
二
十
条
第
二
項

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
二
十
条
第
二
項

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
百
二
号
）

第
二
十
五
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
並
び
に
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
一

項
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
九

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全

法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
一
項
及
び
第
二
十
五

条
の
五
十
九

総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一

号
）

第
二
十
二
条
の
二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び

第
二
項

総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一

号
）

第
二
十
二
条
の
二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び

第
二
項

海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す

る
特
別
措
置
法（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
八
条

船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）

第
六
条
（
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
の
備
置
き

に
限
る
。）、
第
二
十
二
条
並
び
に
附
則
第
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十

三
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
五
十
九

船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）

附
則
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二

十
五
条
の
五
十
三
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
五

十
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭

和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）

第
三
条
の
十
二
第
二
項
（
第
九
条
の
三
の
二
、
第

六
十
条
、
第
七
十
七
条
及
び
第
百
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
条
の
十
三
第

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭

和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）

第
三
条
の
十
二
第
二
項
（
第
九
条
の
三
の
二
、
第

六
十
条
、
第
七
十
七
条
及
び
第
百
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
条
の
十
三
第
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一
項
（
第
九
条
の
七
の
四
、
第
七
十
条
の
五
及
び

第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
第
四
条
の
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
条
の
七
の
四
、
第
七
十

条
の
五
及
び
第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

一
項
（
第
九
条
の
七
の
四
及
び
第
八
十
四
条
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
四

条
の
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
第
九
条
の
七
の
四
及
び
第
八
十
四
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
建
設
省

令
第
五
号
）

第
十
六
条
の
二
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

運
輸
省
令
第
三
十
号
）

第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
百
三
条
第
四
項
、
第
百

十
一
条
第
五
項
及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

運
輸
省
令
第
三
十
号
）

第
百
三
条
第
四
項
及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令

第
四
十
一
号
）

第
四
十
条
、
第
四
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条

第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
十
項
、
第
六
十
条
の
五

第
三
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

六
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一

条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
二
条

第
一
項

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令

第
四
十
一
号
）

第
四
十
六
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
七
項
、
第

六
十
条
の
五
第
三
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第

六
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一

項
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省

令
第
六
十
二
号
）

第
十
五
条
の
三
の
三
第
三
項
、第
十
九
条
第
二
項
、

第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第
九
項
及
び

第
二
十
七
条
の
二
第
九
項

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省

令
第
六
十
二
号
）

第
十
九
条
第
二
項

河
川
法
施
行
規
則（
昭
和
四
十
年
建
設
省
令
第
七
号
）
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
の

十
五
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
七
条
の

二
十
一
（
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）及
び
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

河
川
法
施
行
規
則（
昭
和
四
十
年
建
設
省
令
第
七
号
）
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
の

十
五
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
七
条
の

二
十
一
（
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）及
び
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等

に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省

令
第
三
十
九
号
）

第
十
条

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸

省
令
第
五
十
四
号
）

第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸

省
令
第
五
十
四
号
）

第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項

都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省

令
第
五
十
四
号
）

第
十
条
の
二
条
第
一
項
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海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
二
条
の
二
の
十
四
第
一
項
（
第
十
二
条
の
二

の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
十
二
条
の
二
の
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
十
二
条
の
二
の
二
十
六
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
十
四

の
九
、
第
十
二
条
の
十
七
の
六
の
七
並
び
に
第
十

二
条
の
十
七
の
十
六

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
二
条
の
二
の
十
四
第
一
項
（
第
十
二
条
の
二

の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
十
二
条
の
二
の
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
二
条
の
二
の
二
十
六
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
七
号
）

第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項

船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
七
号
）

第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
の
検
査
等
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）

第
一
条
の
五
の
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
運

輸
省
令
第
三
号
）

第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
運

輸
省
令
第
三
号
）

第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
五
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）

第
十
五
条
第
三
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十

五
号
）

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

登
録
水
先
人
養
成
施
設
及
び
登
録
水
先
免
許
更
新
講

習
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第

九
十
二
号
）

第
十
三
条
第
二
項
（
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

登
録
水
先
人
養
成
施
設
及
び
登
録
水
先
免
許
更
新
講

習
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第

九
十
二
号
）

第
十
三
条
第
二
項
（
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

船
員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
二
号
）

第
十
七
条

別
表
第
二
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

土
地
区
画
整
理
法

第
五
条
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、

第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
五
十
一
条
の
三

土
地
区
画
整
理
法

第
五
条
、
第
十
五
条
及
び
第
二
十
八
条
第
六
項

内
航
海
運
組
合
法

第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
に
お

内
航
海
運
組
合
法

第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
に
お

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

都
市
再
開
発
法

第
七
条
の
十
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十

七
条
第
六
項
、
第
五
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六

十
八
条
第
一
項

都
市
再
開
発
法

第
七
条
の
十
、
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
五
十
条

の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

第
九
条
の
二
十
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条

の
四
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
十
一
の
二
及
び
第

十
九
条
の
三
十
五
の
四
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条

の
十
五
第
三
項
（
第
十
九
条
の
三
十
第
三
項
及
び

第
十
九
条
の
四
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
の
四
十
九
第
三
項
及

び
第
四
十
三
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
九

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

第
九
条
の
二
十
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
九
条

の
二
十
一
の
二
及
び
第
十
九
条
の
三
十
五
の
四
第

三
項
並
び
に
第
十
九
条
の
十
五
第
三
項
（
第
十
九

条
の
三
十
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
四
十
六
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九

条
の
四
十
九
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
九
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条

の
五
十
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
四
条
第

六
項
（
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
七
条
第
三

項
（
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
四
条
第
一
項

（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四

百
九
十
二
条
第
一
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
七
条
第

三
項
（
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
四
条
第
一

項
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四

百
九
十
二
条
第
一
項

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律

第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
条
の
三
（
第
九
十
二
条
第
八
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
百
四
十

六
条
第
一
項
、
第
百
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
都
市
再
開
発
法
第
二
十
七
条
第
六
項
、

第
百
六
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
百
九
十
九
条
第

一
項

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律

第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
条
の
三
（
第
九
十
二
条
第
八
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
四
十
六
条
第
一
項
、
第
百
四
十
八
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
都
市
再
開
発
法
第
二

十
七
条
第
五
項
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
並
び
に

第
百
九
十
九
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

総
合
特
別
区
域
法

第
二
十
二
条
の
二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項

総
合
特
別
区
域
法

第
二
十
二
条
の
二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
六
第
一
項

海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す

る
特
別
措
置
法

第
十
八
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則

第
四
条
の
十
八
第
一
項
（
第
九
条
の
七
の
四
、
第

七
十
条
の
五
及
び
第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則

第
四
条
の
十
八
第
一
項
（
第
九
条
の
七
の
四
及
び

第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
九
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
六
及
び
第

九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
九
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
六
及
び
第

九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等

に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令

第
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
条
第
三
項

別
表
第
三
（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

建
設
業
法

第
二
十
六
条
の
十
三
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
三

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

建
設
業
法

第
二
十
六
条
の
十
二
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
三

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

土
地
区
画
整
理
法

第
二
十
八
条
第
九
項
、
第
三
十
二
条
第
十
二
項
、

第
八
十
四
条
第
二
項
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項

土
地
区
画
整
理
法

第
八
十
四
条
第
二
項
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項

内
航
海
運
組
合
法

第
三
十
七
条
第
四
項
、
第
三
十
八
条
第
四
項
及
び

第
三
十
九
条（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条（
第

五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及

び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
第
四
十
一
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
第
三
百
八
十
九
条
第
四
項

内
航
海
運
組
合
法

第
三
十
七
条
第
四
項
、
第
三
十
八
条
第
四
項
及
び

第
三
十
九
条（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条（
第

五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及

び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
第
四
十
一
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
第
三
百
八
十
九
条
第
四
項

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

一
条
の
七
第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

都
市
再
開
発
法

第
二
十
七
条
第
九
項
、
第
三
十
一
条
第
十
項
、
第

八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
二
項

都
市
再
開
発
法

第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律

第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
、
第

百
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
都
市
再

開
発
法
第
二
十
七
条
第
九
項
、
第
百
五
十
一
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一
条
第
十
項
、
第

二
百
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
八
条
第
二

項

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律

第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
、
第

二
百
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
八
条
第
二

項

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則

第
四
条
の
十
三
第
二
項
（
第
九
条
の
七
の
四
、
第

七
十
条
の
五
及
び
第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則

第
四
条
の
十
三
第
二
項
（
第
九
条
の
七
の
四
及
び

第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

建
設
業
法

第
二
十
六
条
の
十
三
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
三

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

建
設
業
法

第
二
十
六
条
の
十
二
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
三

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

内
航
海
運
組
合
法

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
四
十
一
条
及

び
第
五
十
五
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第

四
項

内
航
海
運
組
合
法

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
五
十
五
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
四
十
一
条
及

び
第
五
十
五
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第

四
項

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

一
条
の
七
第
二
項
第
二
号

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律

第
三
十
九
条
第
一
項

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律

第
三
十
九
条
第
一
項

都
市
再
開
発
法

第
二
十
七
条
第
六
項

都
市
再
開
発
法

第
二
十
七
条
第
五
項

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

第
九
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
十
五
第

二
項
並
び
に
同
条
第
三
項
（
第
十
九
条
の
三
十
第

三
項
及
び
第
十
九
条
の
四
十
六
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
九
条
の
四
十
九

第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第

二
項

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

第
九
条
の
十
四
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
の
十
五

第
三
項
（
第
十
九
条
の
三
十
第
三
項
及
び
第
十
九

条
の
四
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
第
十
九
条
の
四
十
九
第
三
項
及
び
第
四

十
三
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安

全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律

第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
四

十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
都
市
再
開
発

法
第
二
十
七
条
第
六
項

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律

第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
四

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
都
市
再
開
発
法
第
二

十
七
条
第
五
項

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律

第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全

法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
二
項

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律

第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全

法
第
二
十
五
条
の
五
十
三
第
二
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
二
十
七
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則

第
四
条
の
十
三
第
二
項
（
第
九
条
の
七
の
四
、
第

七
十
条
の
五
及
び
第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則

第
四
条
の
十
三
第
二
項
（
第
九
条
の
七
の
四
及
び

第
八
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則

第
七
条
の
二
第
一
項

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則

第
七
条
の
二
第
一
項

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則

第
百
十
一
条
第
四
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
舶
安
全
法
施
行
規
則

第
五
十
六
条
第
二
項
、第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
、

第
五
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
六
十
条
の
五
第

二
項

船
舶
安
全
法
施
行
規
則

第
六
十
条
の
五
第
二
項

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
四
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の
六
及
び
第

九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
四
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の
六
及
び
第

九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則

第
二
十
五
条
第
三
項

河
川
法
施
行
規
則

第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二

十
一
（
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）

河
川
法
施
行
規
則

第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二

十
一
（
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等

に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令

第
十
二
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則

第
十
二
条
の
二
の
十
四
第
二
項
（
第
十
二
条
の
二

の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及

び
第
十
二
条
の
十
七
の
二
十

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則

第
十
二
条
の
二
の
十
四
第
二
項
（
第
十
二
条
の
二

の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則

第
八
十
七
条
第
五
項

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則

第
八
十
七
条
第
五
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第

五
号
）

第
二
十
一
条
の
四

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請

書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
市
町
村
長
が
認
め

た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請

書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
市
町
村
長
が
認
め

た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ

て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
、
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
調
書
並
び
に
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

八

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
資
産
及
び
負
債

に
関
す
る
調
書
並
び
に
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九

（
略
）

九

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
運
転
免
許
証
」
の
下
に
「
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「印
」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「証

明
書
は

」
を
「証

明
者
は

」
に
、「が

記
名
押
印
し
て

」
を
「と
し
て

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。
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（
国
土
交
通
省
関
係
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

国
土
交
通
省
関
係
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」
を
「
国
土
交
通
省
関
係
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
第
一
面
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
を
「
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
二
十
四
及
び
様
式
第
二
十
五
中
「通

知
者
官
職

印

」
を
「通
知
者
官
職

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
一
中
「印

」
及
び
注
意
３
を
削
る
。

様
式
第
四
十
三
中
「印

」
及
び
注
意
１
を
削
り
、
注
意
２
を
注
意
と
す
る
。

様
式
第
四
十
四
中
「印

」
及
び
注
意
３
を
削
る
。

様
式
第
四
十
五
及
び
様
式
第
四
十
六
中
「印

」
及
び
注
意
を
削
る
。

様
式
第
四
十
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
中
「が

記
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「の

氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
八
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
九
中
「印

」
及
び
注
意
を
削
る
。

様
式
第
五
十
一
及
び
様
式
第
五
十
二
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

様
式
第
五
十
四
中
「印

」
及
び
注
意
を
削
る
。

様
式
第
五
十
五
中
「印

」
及
び
注
意
３
を
削
る
。

様
式
第
五
十
六
中
「印

」
及
び
注
意
１
を
削
り
、
注
意
２
を
注
意
と
す
る
。

様
式
第
五
十
七
中
「印

」
及
び
注
意
３
を
削
る
。

様
式
第
五
十
八
及
び
様
式
第
五
十
九
中
「印

」
及
び
注
意
を
削
る
。

様
式
第
六
十
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
中
「が
記
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「の

氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
一
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
六
十
二
中
「印

」
及
び
注
意
を
削
る
。

様
式
第
六
十
三
及
び
様
式
第
六
十
四
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

様
式
第
六
十
六
中
「印

」
及
び
注
意
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
を
「
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
を
「
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
明
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
備
考
２
中
「記

入
し
、
営
業
所
又
は
事
務
所
の
長
の
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

」を
「記

入
す
る
こ
と
。

」に
改
め
る
。

（
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
備
考
２
中
「記

入
し
、
営
業
所
又
は
事
務
所
の
長
の
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

」を
「記

入
す
る
こ
と
。

」に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




